
 

有機農業推進特区 
 

都道府県名： 
千葉県 

申請主体名： 千葉県、山武町 

区域の範囲： 千葉県山武郡山武町の区域のう

ち、大字埴谷、大字板川、大字板

中新田、大字横田及び大字実門の

全域 

 

  

 

特区の概要：  県では安全・安心・新鮮でおいしい県産農産物を安定的に供

給する千産千消やその供給体制の確立を目的としてちばエコ

農業を推進し、千葉ブランド農産物を生産する個性豊かな産地

づくりを進めている。こうした中、多様な生産主体の連携によ

る独自の産地戦略として、外食企業等が自ら行う農業生産と有

機栽培を行う地元生産者グループとの栽培契約を組合わせて、

定時、定量、定価、定質で有機野菜を生産・出荷できる新たな

体制を創設することにより国際、産地間競争に負けない体質の

強い産地形成を図る。 

 

適用される規 

制の特例措置： 

・農地貸し付け方式による株式会社等の農業経営への参入の容

認 

 

  
 

山武町 


